
尾原ダム水源地域ビジョン策定委員会 

第２回委員会 
 

日時：平成 25 年 1 月 17 日（木）10:00～12:00 

場所：尾原ダム管理支所 会議室 
 

議事次第 

１．開会 

２．挨拶 

３．出席者紹介 

４．議 事 

(1)第 1 回委員会委員意見への対応状況 

(2)尾原ダム水源地域ビジョンの基本理念・地域の目標像・基本方針の報告 

(3)「第 1回委員会」以降の取組経過 

1)「尾原ダム水源地域ビジョン」策定状況の報告 

2)尾原ダム水源地域ビジョンにおけるプロジェクト（案） 

3)尾原ダム水源地域ビジョンのプロジェクトの取組時期（案） 

4)先行プロジェクトのとりまとめフォーマット（案） 

(4)広報の取組状況の報告 

(5)今後の予定 

５．閉会 
 

●配布資料 
・資料-１：第 1 回委員会委員意見への対応状況 
・資料-２：尾原ダム水源地域ビジョンの基本理念・地域の目標像・基本方針 
・資料-３：「第 1 回委員会」以降の取組経過 
・資料-４：尾原ダム水源地域ビジョンにおけるプロジェクト（案） 
・資料-５：尾原ダム水源地域ビジョンのプロジェクトの取組時期（案） 
・資料-６：尾原ダム水源地域ビジョンの広報の状況 
・資料-７：さくらおろち湖周辺及び湖面利用に関する手引き（案）、同ハンドブック（案） 
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委員長：雲南市 
市長 

速水 雄一 

奥出雲町 
町長 

井上 勝博 

島根県土木部 
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准教授 
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勝部 博 
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会長 
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出雲河川事務所長 

舘 健一郎 

島根県 
雲南県土整備事務所長 

植田 充弘 



「尾原ダム水源地域ビジョン策定委員会」設立趣意 

 

雲南市と奥出雲町は、一級河川斐伊川の源流をなす深い森林や美しい清流、また桜など

の豊かな自然環境を有し、流域には、国指定名勝天然記念物「鬼の舌震」、桜百選に選ばれ

た「斐伊川堤防桜並木」などの名所が数多く存在し、主要な地域資源を有しています。 

現在、尾原ダム周辺では、「尾原ダム・さくらおろち湖祭り」など、地域に根付いた集客

力のあるイベントが行われています。また、湖面を利用したボート競技施設、ダム湖周回

道路を利用した自転車競技施設が整備され、道の駅おろちの里・佐白温泉長者の湯・要害

山交流拠点施設みざわの館などの施設と連携するなかで、地域の新たな資源として活用さ

れています。 

一方、国土交通省では、今後のダム管理においては従来からダムに求められていた治水・

利水の機能に加え、ダムやダム周辺の自然、地域文化等を利用して水源地域の自立的・持

続的な活性化を図るとともに、水源地域が有する公益的な機能を確保することで、バラン

スのとれた流域圏の発展を図ることを目的に、水源地域における地域づくり活動の具体的

計画として「水源地域ビジョン」を策定する施策を進めています。 

新たに完成した、尾原ダムの水源地域においても、当地域が有する様々な資源と尾原ダ

ムの積極的な活用等によって水源地域の自立的・持続的な活性化を図るため、雲南市と奥

出雲町の、地元住民、関係諸機関、ダム管理者等が共同で「尾原ダム水源地域ビジョン策

定委員会」を設立し、水源地域ビジョンの検討・策定を進めていきます。 

 

平成２４年９月２０日 



尾原ダム水源地域ビジョン策定委員会  規約 

（名 称） 

第 1条 本会は、「尾原ダム水源地域ビジョン策定委員会」（以下「委員会」という）と称する。 

（目 的） 

第 2条 本委員会は、尾原ダムを活かした水源地域の自立的・持続的な活性化を図り流域内の連

携と交流によるバランスのとれた流域圏の発展を図るための行動計画である「尾原ダム

水源地域ビジョン」（以下「水源地域ビジョン」という。）を策定することを目的とする。 

（組織等） 

第 3条 委員会の委員は、国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所長が委嘱する。 

2 委員は、別表に掲げるとおりとする。 

3 委員会には、委員の互選によって委員長をおく。 

4 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。 

5 委員会の任期は水源地域ビジョンが策定されるまでの期間とする。 

6 委員会は必要に応じて検討会や懇談会等を設け、意見・提案を受けることができる。 

（議事） 

第 4条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長をつとめる。 

2 委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。但し、代理出席を認めるものと

する。 

（公開） 

第 5条 委員会の会議については、原則として公開とする。 

2 委員会に提出された資料については、原則として公開とする。 

3 但し、個人情報を取り扱う場合等、委員長が必要と認める場合は、非公開とすることが

できる。 

（事務局） 

第 6条 委員会の事務局は、国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所に置く。 

2 事務局は、委員長の指示を受け委員会の遂行に必要な一切の事務を行う。 

（規約の効力） 

第 7条 本規約は、水源地域ビジョンの策定の完了に伴い、その効力を失う。 

（その他） 

第 8条 本規約に定めのない事項については、委員長が委員会に諮りこれを定める。 

附 則 

 本規約は、平成 24 年 9 月 20 日から施行する。 
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